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文教福祉委員会会議録 

 

令和元年７月１日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時０３分閉議（実時間１０８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第３５号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第２号（関係分） 

１．議案第３６号・令和元年度八代市介護保険

特別会計補正予算・第１号 

１．議案第３９号・専決処分の報告及びその承

認について（八代市国民健康保険条例の一

部を改正する条例） 

１．議案第４１号・専決処分の報告及びその承

認について（令和元年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第１号） 

１．議案第４６号・八代市介護保険条例の一部

改正について 

１．陳情第１号・教職員定数改善と義務教育費

国庫負担制度２分の１復元を図るための、

２０２０年度政府予算に係る意見書の提出

方について 

１．所管事務調査 

 ・教育に関する諸問題の調査 

 ・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （白島ぎんが保育園の民営化に伴う移管先法

人の決定について） 

 （学校規模適正化の進捗状況について） 

 （八代市立幼稚園・小学校・中学校空調設備

運用指針について） 

 （八代市学校施設等整備保全計画（案）につ

いて） 

 （八代市子ども読書活動推進計画について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  橋 本 幸 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       桑 田 謙 治 君 

  教育部次長     松 岡   猛 君 
 
  首席審議員兼 
            有 馬 健 一 君 
  教育施設課長 
 

  学校教育課長    西 村   裕 君 

  教育政策課長    機   智三郎 君 

  生涯学習課長    岩 崎 龍 一 君 
 
 健康福祉部長兼 
            丸 山 智 子 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            白 川 健 次 君 
  福祉事務所次長 
 

  健康福祉政策課長  續   良 彦 君 

  長寿支援課長    野 田 彰 浩 君 

  国保ねんきん課長  鶴 田 洋 明 君 

  理事兼こども未来課長 田 中 かおり 君 

                              

○記録担当書記     鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）足もとの悪い中、大変御苦労さまでござ

います。 

 それでは、定刻となり、定足数に達しました

ので、ただいまから文教福祉委員会を開会いた

します。 
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 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第３５号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第２号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第３５号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第２号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 それではまず、歳出の第９款・教育費につい

て、教育部から説明願います。 

○教育部長（桑田謙治君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

教育部でございます。 

 今６月議会におきまして、議案第３５号・令

和元年度八代市一般会計補正予算・第２号中、

教育部所管分として、第二中学校プール耐震改

修事業に係る補正をお願いしております。 

 補正予算の内容につきましては、松岡部次長

が説明いたしますので、よろしくお願い申し上

げます。 

○教育部次長（松岡 猛君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）教育部次長の松岡でございます。どうぞよ

ろしくお願いします。それでは、座って説明を

させていただきます。 

 議案第３５号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第２号中、教育部所管分について説明

をさせていただきます。 

 まず予算書の３ページをお願いいたします。 

 歳出の第９款・教育費に５億７７７８万８０

００円を追加し、補正後の額を４７億２７９８

万７０００円とするものです。なお、補正額

中、教育部が所管いたします金額は１億２２９

０万円で、その他の額４億５４８８万８０００

円は、経済文化交流部が所管するものです。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。 

 予算書の１９ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項３・中学校費、目３・学校

建設費に、第二中学校プール耐震改修事業とし

て、工事請負費１億２２９０万円を計上いたし

ております。 

 第二中学校プールは、設置後５２年が経過

し、老朽化が著しく、漏水等が発生している状

況でございます。今回、学校施設環境改善交付

金の内示が出たことに伴いまして、災害時の生

活用水確保やプール水の大量流出を防ぐため

に、水槽をＦＲＰに、また、給排水管の免震処

理や設備機器固定など、耐震化の実施に必要な

経費を補正するものでございます。 

 財源内訳として、９２５万９０００円が学校

施設環境改善交付金、１億７９０万円が合併特

例債、５７４万１０００円が一般財源となって

おります。 

 なお、事業完了は令和２年２月末を予定して

おります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明があり

ましたが、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑はございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 今ほど二中のプールと

いうことで御説明ありまして、１つだけちょっ

とお聞きしたいんですけど、スケジュール。最

後、完成のことだけ言われたので、始まりから

終わりまでということで、少しお聞かせいただ

ければと思います。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） この

二中のプールの改修の工期ですけども、現在、

ことしの１０月から来年令和２年の２月末を予

定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） 野﨑委員、よろしい

ですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい、大丈夫です。あ
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りがとうございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） また、学校内でのです

ね、工事となりますので、今、壁のやつとかブ

ロック塀とかエアコンとかやられてると思いま

すけれども、十分気をつけてからですね、取り

組んでいただければと思います。よろしくお願

いします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようでしたら、

以上で、第９款・教育費についてを終了しま

す。 

 執行部入れかえのため、しばらく小会しま

す。 

（午前１０時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０７分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、歳出の第３款・民生費及び第４款・衛

生費について、健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）健康福祉部でございます。本日

はお世話になります。 

 それでは、議案第３５号・令和元年度八代市

一般会計補正予算・第２号のうち、第３款・民

生費、第４款・衛生費の健康福祉部所管分につ

きまして、白川次長が御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（白川健次

君） 皆様、改めまして、おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

健康福祉部の白川でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。それでは、座って説明さ

せていただきます。 

 別冊となっております、議案第３５号・令和

元年度八代市一般会計補正予算書・第２号をお

願いいたします。文教福祉委員会付託分のう

ち、健康福祉部所管分について御説明いたしま

す。 

 まず、３ページをごらんください。 

 第１表・歳入歳出予算補正の歳出でございま

すが、まず、款３・民生費、項１・社会福祉費

で補正額１億円を追加し、補正後の予算額は１

０９億６３４８万９０００円と、また、項２・

児童福祉費で１億３０２０万１０００円を追加

し、補正後の予算額は９４億９２３０万５００

０円としております。民生費の総額は２つ上に

なりますが、２３６億４３５万２０００円とい

たしております。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費で１

２８万５０００円を追加し、補正後の予算額は

１７億６２７０万８０００円としております。

衛生費の総額は、１つ上になりますが、３６億

６４２２万９０００円としております。 

 続きまして、１４ページをごらんください。 

 歳出の具体的な内容を御説明いたします。 

 下の表になりますが、まず、款３・民生費、

項１・社会福祉費、目１・社会福祉総務費で１

億円を計上しております。 

 これは、介護保険特別会計への繰出金でござ

います。平成２７年度からは、６５歳以上の第

１号被保険者のうち、所得区分が第１段階にあ

る所得の少ない方の保険料の軽減強化を行って

おりますが、介護保険制度の改正に伴いまし

て、本年１０月からの消費税率改定にあわせ

て、さらに段階的に軽減強化を行うものでござ

いまして、第１号被保険者のうち、所得区分が
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第１段階から第３段階の方の保険料軽減割合を

さらに２.５％から１２.５％上積みすることに

より、軽減される保険料分を一般会計から補塡

するというものございます。なお、特定財源と

して、国から２分の１、県から４分の１の負担

金があります。 

 続きまして、１５ページの上段になります

が、項２・児童福祉費、目２・児童措置費で２

６４万３０００円を計上しております。 

 これは、本年１０月から消費税率が引き上げ

となる環境の中、子供の貧困に対応するため、

本年１１月分の児童扶養手当を受給する父また

は母のうち、本年１０月３１日の基準日におい

て、それまで婚姻をしたことがない方で、事実

上の婚姻関係と同様の状態にないひとり親に対

し、臨時特別給付金を支給するというものでご

ざいます。支給額は１万７５００円で、支給対

象者を１５１人と見込んで予算を計上しており

ます。なお、特定財源として、国からの補助金

１０分の１０がございます。 

 また、同項・目３・保育所費で１億２７５５

万８０００円を計上しております。 

 これは、私立保育所の施設整備事業を補助す

るものでございます。対象の認定こども園、聖

愛幼稚園の現在の園舎は昭和２８年に建築さ

れ、昭和４１年に大規模修繕を行い、その後は

部分的な修繕を繰り返してこられましたが、老

朽化が著しくなっていることから、安心できる

保育を提供するため、その園舎改築を行う経費

に対し、補助をするというものでございます。

なお、特定財源として、国からの交付金が３分

の２あります。また、地方債は合併特例債でご

ざいます。 

 続きまして、下段になりますが、款４・衛生

費、項１・保健衛生費、目１・保健衛生総務費

に１２８万５０００円を計上しております。 

 これは、五家荘げんきドック事業として、椎

原診療所の医師が、五家荘地区に在住する６５

歳以上の高齢者を中心とした、筋肉や関節等の

運動器のスクリーニング検査を行い、一人一人

のリスクを把握し、対応策を示すことで、介護

予防に関する意識啓発を行い、健康的に老いる

ためのきっかけづくりを行うとともに、五家荘

地域の特性となる課題を抽出し、同地区におけ

る介護予防事業の必要性について検討する基礎

とするものでございます。なお、この事業は、

公益財団法人地域社会振興財団の助成金を活用

するモデル事業でございます。 

 支出のうち主なものでございますが、節７・

賃金１５万６０００円は、看護師等の臨時職員

の３名分の賃金でございます。節８・報償費８

万円と節９・旅費１万７０００円は、連携して

事業に取り組む理学療法士の謝礼と費用弁償で

す。節１４・使用料及び賃借料４６万５０００

円は、体の成分である体水分量や筋肉量などを

測定する高精度体成分分析装置のレンタル代で

ございます。節１８・備品購入費４６万７００

０円は、握力計や関節測定計などの運動器調査

器具等の購入費でございます。なお、特定財源

として、公益財団法人地域社会振興財団からの

助成金１０分の１０があります。 

 これで、令和元年度八代市一般会計補正予

算・第２号の健康福祉部所管分の説明といたし

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分につい

て、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 五家荘のげんきドッ

クの事業ですけど、４回開催ということは、受

診の分は１人１回で４回の受診のチャンスがあ

るというふうに受けとめて大丈夫ですか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 健康福祉政

策課の續でございます。ただいまの御質問につ

きましてお答えいたします。 

 これにつきましては、椎原地区と樅木地区で

それぞれ２回実施をする予定としております。
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その１回が五家荘げんきドックとして実際に筋

骨格系の検査等を行う。２回目につきまして

は、それに基づきました講演とか、あるいは結

果に対するアドバイス・助言、そういったよう

な場を設けるということで予定しております。 

 以上になります。 

○委員（橋本徳一郎君） つまり１回検査をし

て、その後にフォローの講演を受けるというこ

とですね。ありがとうございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本幸一君） 関連ですが、これは非

常にいい事業を取り入れたかなと思ってるんで

すが、あくまでこれは五家荘地区に対して、お

年寄りの方がどういう病状があって、今後どう

いうふうに改善していくかということのための

スクリーニングと、これは間違いないですね。

この事業を例えば八代のほかのところに持って

きてからという、そういうこともこれから必要

じゃないかなという思いがするんですけど、そ

ういう計画とか予定とかはないんですか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） ただいまの

御質問でございますけれども、今回の事業につ

きましては、まず僻地におけるというところを

想定をしております。 

 現在、椎原診療所のほうにおります医師のほ

うが、筋骨格系の運動器を専門といたしておる

ところから、そういった状況で対応できる医師

がいるということで、今回のモデル事業に取り

組むということがございますので、当然、医療

資源あたりの部分との兼ね合いもございますと

思いますので、今回の検査、実際のモデル事業

の結果等も踏まえまして、また検討してまいり

たいと思っております。 

○委員（橋本幸一君） はい、結構です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３５号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第２号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３６号・令和元年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第１号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第３６

号・令和元年度八代市介護保険特別会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第３６号・令和元年度八代市介護保険特別会

計補正予算・第１号につきましては、長寿支援

課の野田課長が御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○長寿支援課長（野田彰浩君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）長寿支援課、野田でございます。よろしく

お願いします。座らせていただきまして、説明

させていただきます。 

 議案第３６号・令和元年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第１号について御説明いたし

ます。 

 別冊の予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 今回の補正は、歳入予算の補正となります。 

 ２ページをお願いします。 

 第１表・歳入予算補正になります。 

 款１・保険料、項１・介護保険料で１億円を
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減額しております。これは、介護保険法施行令

の改正によりまして、第１号被保険者の第１段

階から第３段階に該当する方について、保険料

率を引き下げて、介護保険料の軽減を図るもの

でございます。 

 具体的な段階ごとの軽減割合等につきまして

は、後ほど、議案第４６号・八代市介護保険条

例の一部改正において御説明させていただきま

す。 

 続きまして、款８・繰入金、項１・一般会計

繰入金で１億円を増額しております。これは、

先ほど御説明しました介護保険料の軽減分につ

いて、一般会計から繰り入れるものでございま

す。なお、１億円の公費負担割合及び金額は、

国が２分の１で５０００万円、県は４分の１で

２５００万円、市は県と同額となっておりま

す。歳入合計は、補正前と同額の１４５億４５

４７万７０００円となります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 款１・保険料、項１・介護保険料、目１・第

１号被保険者保険料で１億円を減額しておりま

す。内訳としまして、現年度分特別徴収保険料

が９２００万円の減額、現年度分普通徴収保険

料が８００万円の減額となります。 

 次に、款８・繰入金、項１・一般会計繰入

金、目１・一般会計繰入金で、先ほど御説明い

たしました低所得者保険料軽減繰入金として１

億円増額となります。 

 以上で、議案第３６号・令和元年度八代市介

護保険特別会計補正予算・第１号の説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） しばらく小会しま

す。 

（午前１０時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２３分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑をお願いします。質疑はありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、ないよう

でしたら、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３６号・令和元年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第１号については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかえのため、しばらく小会しま

す。 

（午前１０時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２５分 本会） 

◎議案第３９号・専決処分の報告及びその承認

について（八代市国民健康保険条例の一部を改

正する条例） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。議案第３

９号・八代市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例に係る専決処分の報告及びその承認につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第３９号・専決処分の報告及びその承認につ

いて、八代市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の専決処分につきまして、国保ねんきん

課の鶴田課長が御説明申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（鶴田洋明君） 国保ねん

きん課の鶴田と申します。よろしくお願いいた

します。 
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 議案第３９号・専決処分の報告及びその承認

につきまして、議案書は１７ページから１９ペ

ージでございますが、お手元に配付をしており

ます議案第３９号関係資料、八代市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の概要を用いて

御説明をさせていただきます。それでは、失礼

して、着座させていただきます。 

 まず、資料の１、専決処分の理由及び趣旨で

ございますが、地方税法施行令等の一部を改正

する等の政令が平成３１年３月２９日に公布、

４月１日施行とされたことに伴い、議会に上程

するいとまがなかったため、同年３月２９日付

専決処分にて本市の国民健康保険税条例の一部

を改正したものでございます。 

 次に、２、改正の内容でございますが、

（１）課税限度額の引き上げにつきましては、

国保税のうち、被保険者の医療給付に係る部分

である基礎課税額の限度額を現行の５８万円か

ら６１万円に引き上げるものでございます。な

お、後期高齢者支援金等に係る課税額及び介護

納付金課税額に係ります課税限度額につきまし

ては据え置きでございます。 

 続きまして、（２）国民健康保険税の軽減対

象の拡大につきましては、低所得者に対する国

保税の軽減措置のうち、５割軽減及び２割軽減

の所得判定基準額をそれぞれ引き上げることに

より対象者の拡大を図るものでございます。 

 最後に、３、施行期日は平成３１年４月１日

でございます。 

 以上で、議案第３９号の御報告といたしま

す。御承認のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑をお願いします。質疑ご

ざいませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようでしたら、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 今回、上限額を引き

上げるということでですね、非常に負担軽減に

もつながるのでいいなと思います。まあ、この

上限をもうちょっと上げていくというのもちょ

っと検討していっていただけたらなというのを

意見として挙げたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３９号・八代市国民健康保険条例の一

部を改正する条例に係る専決処分の報告及びそ

の承認については、承認するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

                              

◎議案第４１号・専決処分の報告及びその承認

について（令和元年度八代市国民健康保険特別

会計補正予算・第１号） 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第４１

号・令和元年度八代市国民健康保険特別会計補

正予算・第１号に係る専決処分の報告及びその

承認についてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第４１号・専決処分の報告及びその承認につ

いて、令和元年度八代市国民健康保険特別会計

補正予算・第１号になりますが、国保ねんきん

課の鶴田課長が引き続きまして御説明申し上げ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（鶴田洋明君） 引き続き

よろしくお願いいたします。それでは失礼し

て、着座にて御説明申し上げます。 

 議案第４１号・専決処分の報告及びその承認

につきまして、お手元の議案書の３４ページを
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お願いいたします。 

 今回行いました専決処分は、平成３０年度国

民健康保険特別会計の決算において、歳入が歳

出に不足することが見込まれたため、地方自治

法施行令の規定に従い、令和元年度の歳入を平

成３０年度に繰り上げて充用したものでござい

ます。 

 なお、出納閉鎖期間を経て、歳入不足となる

ことが確実となったことにより、出納閉鎖期間

内での繰上充用金として予算の補正が必要とな

りましたので、議会に上程するいとまがなく、

令和元年５月２０日付で専決処分を行った次第

でございます。 

 それでは、令和元年度国民健康保険特別会計

補正予算・第１号について御説明いたします。 

 恐れ入りますが、議案書の３８ページをお願

いいたします。 

 歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳

出それぞれ４億３７００万円を追加し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ１７９億９４３万１００

０円といたしております。 

 次に、内容について御説明いたします。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 下段の３、歳出において、款８・項１・目１

繰上充用金に４億３７００万円を追加しており

ます。 

 これは、平成３０年度決算において歳入不足

が４億３７００万円見込まれたため、令和元年

度予算において、繰上充用金として補正したも

のでございます。なお、この繰上充用金４億３

７００万円は、平成２７年度から３０年度まで

の累積赤字見込額を示しております。 

 次に、上の段の２、歳入において、款１・項

１・国民健康保険税、目１・一般被保険者国民

健康保険税に４億３７００万円を計上しており

ます。これは、繰り上げ充用の財源とするた

め、一般被保険者の国民健康保険税の収納の増

加を見込む予算上の措置とするものでございま

す。 

 以上、議案第４１号・令和元年度国民健康保

険特別会計補正予算・第１号の専決処分の報告

とさせていただきます。御承認のほど、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 今ほど説明がありまし

たけども、２７年度から３０年度までの赤字分

というようなところが今あったかと思うんです

けど、間違いなかですか。それが４億３７００

万ということで繰り上げ充用しましたよという

ことですかね。（国保ねんきん課長鶴田洋明君

「はい、そうです」と呼ぶ） 

 国保も都道府県化になれてもらって、保険者

の方から赤字分についても徴収して、赤字の解

消というふうな話もあったかと思うんですけれ

ども、それは間違いないですよね。（国保ねん

きん課長鶴田洋明君「はい、そうですね。は

い」と呼ぶ） 

 それが計画的に、ちょっと前のこの文教福祉

委員会でもそういった説明いただいてたと思う

んですけれども、それが計画的に今進んでる状

況でしょうか。（国保ねんきん課長鶴田洋明君

「はい、そうでございます」と呼ぶ） 

○国保ねんきん課長（鶴田洋明君） 昨年、繰

り上げ充用を行いましたのは３億９７００万円

でございました。ことしが４億３７００万とい

うことですので、単年度収支としては４０００

万のですね、赤字がまたふえたという、予算上

はそうなりますが、この３０年度の決算の中に

はですね、２９年度に医療費の支払いに係る国

庫負担金が、国の見積もりがちょっと誤ってた

もんですから、３億円ほどですね、余分に交付

されておりました。それを３０年度にですね、

返還するようにということでございましたの

で、それを返還しております。ですので、それ

を差し引きますと２億６０００万円ほどは３０
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年度は収支が改善しているということでござい

ますので、計画どおりに、今、赤字解消に向か

っているというところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 今ほど報告いただい

て、赤字解消に向けての取り組みが進んでると

いうことであったんですけれども、また時期見

ながらですね、その報告のほうをいただければ

なという、推移のほうですよね。 

 あと、たしか高くなったんですよね、ちょっ

と。保険料とかっていうのがですよ。（国保ね

んきん課長鶴田洋明君「あ、３０年度」と呼

ぶ）ですよね。それによって払えない人とか、

またそういった方がふえてんじゃないかってこ

っちは心配してる部分がありますので、また後

でですね、時期見てから、報告のほう、またい

ただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（上村哲三君） よろしくお願いしま

す。（国保ねんきん課長鶴田洋明君「はい」と

呼ぶ） 

 ほかにございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 意見はないようで

す。 

 なければ、これより採決いたします。 

 議案第４１号・令和元年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第１号に係る専決処分の

報告及びその承認については、承認するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

                              

◎議案第４６号・八代市介護保険条例の一部改

正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、条例議案の審

査に入ります。議案第４６号・八代市介護保険

条例の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第４６号・八代市介護保険条例の一部改正に

つきましては、長寿支援課の野田課長から御説

明申し上げますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○長寿支援課長（野田彰浩君） 長寿支援課、野

田でございます。引き続き、よろしくお願いい

たします。では、座りまして説明させていただ

きます。 

 議案第４６号・八代市介護保険条例の一部改

正について御説明いたします。 

 説明につきましては、お手元にお配りしてい

ます、右肩に文教福祉委員会議案第４６号関係

資料、長寿支援課とあります八代市介護保険条

例の一部改正についてをもとに御説明させてい

ただきます。 

 最初に、１、介護保険法施行令改正の概要に

なります。趣旨は、低所得者の第１号被保険者

の保険料軽減強化になります。平成２７年４月

から消費税による公費を投入して、低所得者の

第１号被保険者の保険料の軽減、具体的には、

第１段階の割合を０.５から０.４５に引き下げ

を行っていますが、本年１０月の消費税率１

０％への引き上げにあわせて、さらに段階的に

軽減強化を行うもので、本年度以降において所

得段階が第１段階から第３段階までの第１号保

険料を軽減するものになります。 

 具体的には、中段の表にありますように、保

険料基準額に対する割合を、第１段階で変更前

０.４５、変更後が０.３７５、第２段階で変更
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前０.７５、変更後が０.６２５、第３段階で変

更前０.７５、変更後が０.７２５となります。

なお、公費負担割合につきましては、国が２分

の１、県と市が４分の１になります。 

 次に、２、八代市介護保険条例の改正になり

ます。（１）介護保険料の改正です。介護保険

料は、３年間の介護保険事業計画期間ごとに条

例で制定しております。現在の計画は、平成３

０年度から令和２年度までの３年間を定めてお

り、今回の施行令改正にあわせて、第１号被保

険者の所得段階が第１段階から第３段階までの

保険料年額を軽減するものになります。 

 具体的な保険料年額につきましては、下段の

表にありますように、第１段階で改正前の３万

５１００円を改正後２万９３００円としまし

て、年５８００円の減額、第２段階で改正前の

５万８５００円を改正後４万８８００円としま

して、年間９７００円の減額、第３段階で改正

前の５万８５００円を改正後５万６６００円と

しまして、年１９００円の減額となります。 

 次に、（２）施行日は、公布の日からとし、

適用は平成３１年４月１日からとなります。 

 次のページをお願いいたします。 

 （３）参考資料としまして、本年３月３１日

現在の所得段階別被保険者数を示しておりま

す。段階別の第１号被保険者数、対象者の割

合、平成３１年３月３１日現在の保険料等をあ

らわしております。また、表の下には、段階ご

との対象者の要件を説明しています。 

 以上で、議案第４６号・八代市介護保険条例

の一部を改正する条例の説明を終わります。御

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 今、資料をもとに御説

明いただいて、１のところですね、表のところ

ですけど、第３段階の方が変更前の割合は０.

７５が変更後は０.７２５となってるんですけ

ど、これ、ふえてるんですか。（｢０.７５が

０.７２５と減ってます」と呼ぶ者あり）そう

いうことですね、済みません、間違えました。

言い方がちょっと。わかりました。確認でし

た。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。ほ

かにありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４６号・八代市介護保険条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 執行部入れかえのため、しばらく小会しま

す。 

（午前１０時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４５分 本会） 

◎陳情第１号・教職員定数改善と義務教育費国

庫負担制度２分の１復元を図るための、２０２

０年度政府予算に係る意見書の提出方について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 
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 次に、請願、陳情の審査に入ります。今回、

当委員会に付託となっておりますのは、新規の

陳情１件と、郵送にて届いております要望書１

件です。要望書については、写しをお手元に配

付しておりますので、御一読いただければと存

じます。 

 それでは、陳情第１号・教職員定数改善と義

務教育費国庫負担制度２分の１復元を図るため

の、２０２０年度政府予算に係る意見書の提出

方についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため、書

記に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本陳情に

ついて、質疑、意見等はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 働き方改革の、私も

一般質問させてもらったんですけど、やっぱり

教員の数が絶対数が足らないという部分が一番

大きいですので、この分はですね、ぜひ上げて

いただきたいと思っております。 

○委員長（上村哲三君） 意見ですね。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、ちょっと

私がわからない部分がありますので、よけれ

ば。 

 わからない部分というのが、定数改善のこと

ば言いよらすというのが１つあっとと、財源の

ことも言っとらすと、２つあるとですが、この

定数というのが、果たして基準がどれぐらいで

あって、今、八代市はどうなのかという話も聞

きたいというのもありますし、実際、教育格差

というのが、果たしてそれが熊本県のことば言

ってるのか、八代市のことば言ってるのか、ち

ょっとわからないので、そこをちょっとお聞き

したいなと思うんですが。執行部のほう。 

○委員長（上村哲三君） ただいま野﨑委員か

ら執行部の説明を聴取したいとの御意見が出さ

れました。 

 本件について、執行部から説明を求めること

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、御異議な

しと認め、執行部に説明を求めることとしま

す。 

 小会します。 

（午前１０時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４９分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 それでは本件に関し、委員から質疑があって

おりますので、執行部のほう、よろしくお願い

します。 

 もう一度、野﨑委員、お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 今回のですね、陳情の内容についてなんです

が、教職員定数のですね、改善を図ってくださ

いということと、国庫負担率の割合を上げてく

ださいというようなことで挙がってるんです

が、八代市において定数というのが足りない状

況にあるのかということと、あと、教育格差と

いうのが実際、間で生じているのかどうかとい

うところちょっと私はわからないので、わかる

範囲でちょっとお聞かせいただければというふ

うに思います。 

○学校教育課長（西村 裕君） 学校教育課、

西村です。よろしくお願いいたします。 

 今、委員お尋ねの教職員の定数改善につきま

しては、現在、小学校１年生を１クラス３５

人、熊本県が独自で小学校２年生まで３５人学

級にしております。そのほかの義務教育の定数

につきましては、１学級が４０人と、特別支援

学級が８人というふうになっております。 

 この陳情による教職員の定数改善を求める内

容といたしましては、１学級の子供たちの人数

を減らして、教職員を増加さしてほしいという

お願いであろうと思われます。 
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 本市におきましては、国の基準によって全て

学級等が編成され、それに見合う教職員は配置

をされている現状です。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 野﨑委員、よろしい

ですかね。 

○委員（野﨑伸也君） はい。何とか、あらか

た今聞きたいところはわかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかに、執行部が入

っておりますので、お尋ねになりたい方はいら

っしゃいませんか。 

○委員（福嶋安徳君） 外国語支援員は、今現

在、何名程度でしてあるんですかね。 

○学校教育課長（西村 裕君） 英語支援員と

いいます。日本人でございますが、今、３名雇

用をしております。そのほかにＡＬＴが１２名

というところです。（委員福嶋安徳君「総勢１

５名。はい、結構です」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について、御意見等はありませんか。 

 小会します。 

（午前１０時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５７分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 ほかに意見はありませんか。 

○委員（金子昌平君） 今、八代市の状況がで

すね、どのようにあるのか、詳しく調査する必

要があると思いますので、継続でお願いしたい

と思います。 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま

継続審査を求める意見がありましたが、皆さん

よろしいでしょうか。ほかにありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 陳情第１号・教職員定数改善と義務教育費国

庫負担制度２分の１復元を図るための、２０２

０年度政府予算に係る意見書の提出方について

は、継続審査とするに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

 入れかえのために、小会します。 

（午前１０時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５９分 本会） 

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、保健・福祉に関

する諸問題の調査、教育に関する諸問題の調

査、以上の２件です。 

 このうち、保健・福祉に関する諸問題の調査

に関連して１件、教育に関する諸問題の調査に

関連して４件、執行部から発言の申し出があっ

ておりますので、これを許します。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（白島ぎんが保育園の民営化に伴う移管先法人

の決定について） 

○委員長（上村哲三君） それではまず、白島

ぎんが保育園の民営化に伴う移管先法人の決定

についてをお願いします。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 白

島ぎんが保育園の民営化につきましては、かね

てより文教福祉委員会の委員の皆様方にも御説

明を、経過報告等させていただきながら進めて

まいりましたけれども、このたび選定委員会を

開き、移管先法人が決定いたしましたので、そ

の結果及び経緯につきまして、御報告させてい
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ただきます。説明はこども未来課の田中課長が

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） こ

んにちは。こども未来課、田中です。座って説

明させていただきます。 

 資料をごらんください。資料の１にあります

とおり、白島ぎんが保育園の民営化につきまし

ては、平成２９年度から５回の保護者説明会と

２回の地域説明会を実施いたしまして、保護者

や地域の方の意見を聞きながら丁寧に進めてま

いりました。 

 開催しました中で、保護者や地域からは大き

な反対の声もなく、第４回、第５回の保護者説

明会では具体的なスケジュールや移管先法人の

選定方法などについても意見をいただきまし

た。ことしの２月からは移管先法人の募集や選

定作業に入ったところでございます。 

 資料の２になりますが、移管先法人の候補者

の選定につきましては、八代市白島ぎんが保育

園民間移管先法人候補者選定委員会を設置し、

審議を行いました。選定委員会は、学識経験

者、経営管理識見者、保育園保護者の代表者、

地域代表者、市関係者の１２名で構成し、特に

保護者の意見をより反映できるよう、保護者の

代表を５名としております。 

 選定委員会の開催につきましては、選定基

準、募集要項等の審議から、書類審査、プレゼ

ン審査、移管先法人の候補者の選定まで３回開

催しております。 

 法人募集につきましては、４月２２日から５

月１０日までの期間で受け付けし、二見中央福

祉会としらぬい会の２法人の応募がありまし

た。 

 資料の裏面になりますが、応募法人について

選定基準に基づき、書類とプレゼンで総合的に

審査を行った結果、基準点以上を獲得し、最高

点となったしらぬい会を移管先法人候補者とし

て、それから２番目の得点となった二見中央福

祉会を次点法人候補者として選定いたしまし

た。 

 この結果を受けまして、６月１９日市長決裁

により、しらぬい会を移管先法人に、二見中央

福祉会を次点法人に決定いたしました。 

 今後は、スケジュールにありますとおり、保

護者、地域へ移管先法人の決定報告を行い、円

滑な引き継ぎのために、保護者、法人、市によ

る３者協議会を随時開催しながら、１０月から

は引き継ぎ保育の実施、また、条例改正や協

定、契約締結等必要な事務の実施など、来年度

４月からの移管先法人による運営開始に向け進

めてまいります。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 本件について、何か

質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 選定結果について、得

点が３００点中、今回選定されたところが１位

のところ２０１点ということで、１００点ほど

差があっとですけど、満点までですね。そこで

足りない部分というのは何点かあってこの点数

になってるんだろうと思うんですよ。それの足

りない部分については、移管先の法人の方にこ

ういうところはこうしてくださいね、ああして

くださいねという、お願いというのはもうされ

てるんですか、運営について。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） そ

の点につきましては、今後設置いたします３者

協議会の中で要望等をしていくところでござい

ます。（野﨑伸也君「わかりました、よろしく

お願いします」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。意見でも結構です。 

○委員（橋本徳一郎君） 実際これからという

ことになると思うんですが、今いる先生との引

き継ぎとかですね、そういった部分の期間はど

のくらい持たれるんですか。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） こ
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のスケジュールにございますとおり、予定では

１０月から半年間の引き継ぎの期間を設けてお

ります。 

○委員（橋本徳一郎君） ありがとうございま

す。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。ほ

かにございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようですので、

以上で、白島ぎんが保育園の民営化に伴う移管

先法人の決定についてを終了します。 

 執行部入れかえのため、しばらく小会しま

す。 

（午前１１時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０６分 本会） 

・教育に関する諸問題の調査 

（学校規模適正化の進捗状況について） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、学校規模適正化の進捗状況についてを

お願いします。 

○教育部長（桑田謙治君） お世話になりま

す。まず、所管事務調査としまして、今回４件

ほどお願いしています。 

 まず、学校規模適正化の進捗状況について。 

 これにつきましては、第一次学校規模適正化

推進計画に基づきこれまで取り組んできており

ますが、鏡西部小学校につきまして、鏡小への

統合のほうが地元のほうからおおむね合意を得

られております。そこで、統合準備委員会のほ

うも開催いたしておりますので、この鏡西部小

学校の鏡小への統合につきまして、現在の進捗

状況について、学校教育課から報告をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○学校教育課長（西村 裕君） それでは、学

校規模適正化の昨年度からの取り組み経過につ

いて御報告したいと思います。 

 お手持ちの資料に沿って、御説明申し上げま

す。 

 平成３０年４月末、鏡西部小学校区の全世帯

に対して、統合に向けてのアンケート調査を行

いました。１０２世帯から回答があり、賛成３

３％、反対３３％、どちらでもいい３４％とい

う結果になり、その結果につきましては、５月

３０日に地域代表へ、７月２６日に保護者へ説

明してまいりました。 

 その後、９月末に保護者対象のアンケート調

査を行いました。１８世帯中１２世帯からの回

答があり、反対が１世帯、積極的賛成が３世

帯、消極的賛成が８世帯という結果となりまし

た。 

 １０月２６日の保護者との意見交換会で、早

目に鏡小学校との交流活動ができないか、交流

がうまくいくと地域や保護者の理解も深まると

いう意見がありました。この保護者との意見交

換会で、保護者は統合について前向きであり、

統合に賛成をしていることが実感としてわかり

ました。 

 また、１２月７日に鏡西部小学校の児童と鏡

小学校の児童との交流会を実施いたしました。

児童の感想文からは、「楽しく交流ができた」

「また行きたい」という声が多く聞かれたとこ

ろです。 

 平成３１年３月１１日には地域懇談会を開

き、３１年度末で鏡西部小学校を閉校し、３２

年４月から鏡小学校と統合するという旨をお伝

えしました。この地域懇談会では、反対意見が

３名、賛成意見が６名。質問、資料には２名と

ありますが、１名でございます。質問が１名あ

り、早く結論を出してほしい、いろいろな子供

たちと交わりながら集団で学ぶ必要がある、な

どの意見が聞かれました。大きな反対はなく、

前向きな意見が多かったので、最後に、教育委

員会としては鏡西部小学校の統合を進めさせて

いただくとお伝えしたところです。 

 また、本年度４月に入り、鏡西部小学校を守
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る会は、平成３０年４月末に行われた地域住民

へのアンケート結果が、賛成と反対が拮抗して

いたため、再度、住民へ独自のアンケート調査

を実施されたところです。 

 その結果は、閉校に賛成が４６％、閉校に反

対が３８％、無回答が１６％と、閉校に賛成と

無回答の合計が半数を超え、地域においても統

合への一定の理解が得られたところでございま

す。 

 本年度の統合に向けた準備について、御説明

いたします。 

 ５月２７日に統合準備委員会を立ち上げまし

た。この準備委員会において、スクールバスの

運行などの通学体制、ＰＴＡの運営等について

協議し、統合への準備を進めてまいります。 

 ７月には地域及び保護者へ最終報告会を開催

し、９月には関連予算及び条例議案を提案する

予定です。 

 その後、スクールバスの購入や鏡西部小学校

と鏡小学校の交流活動の実施など、令和２年４

月１日の統合に向けて、円滑な統合を進めてま

いりたいと思います。 

 以上、報告させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 反対の方の意見という

のは、どういった意見があったんですか。 

○学校教育課長（西村 裕君） やはり歴史が

１４０年を超える小学校でございますので、地

域としては残しておきたいと、残してほしいと

いうような反対意見が多かったです。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。学校の

教育、子供たちの教育に関しての反対の意見で

はないということですね。 

○学校教育課長（西村 裕君） 今、委員御指

摘のように、小規模でも少人数の学校でもいい

ところはあるという御意見はありました。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。あと、

要望とかがいろいろ出てるんだろうと思うんで

すけれども、また後ほど、そういった話をお聞

かせいただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） スクールバスを使わ

れるということですが、その対象者はどのくら

いになるんですか。 

○学校教育課長（西村 裕君） スクールバス

の対象者ですが、令和２年度、統合した年は２

４人ということです。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員（橋本幸一君） 関連になっとですが、

保護者の世帯数は何世帯になっとですか。 

○学校教育課長（西村 裕君） 先ほど１０２

世帯からの回答があると、（｢保護者」と呼ぶ

者あり）あ、保護者、１８世帯でございまし

た。（委員橋本幸一君「１８世帯のうち１２世

帯からの回答ちゅうことですね」と呼ぶ）そう

でございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） これ、当初からかか

わっておる地元の議員ということで、非常に地

元の方の御意見等を聞いて、これに対してはで

きるだけ地元の方の意見を聞いておりますけれ

ども、今現在では３８％にもう反対の方がなっ

ておるということであります。これにつきまし

て、その方々に対する、その後のいろんな話を

しておられるんでしょうか。 

○学校教育課長（西村 裕君） 現在、統合準

備委員会のほうを２回行わせていただきまし

た。この後、そこで決まった内容を含めてです

ね、地域住民の方には丁寧に説明をしたいと考

えております。 
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○委員（鈴木田幸一君） 統合準備委員会の

今、話が出ました。その中には地元の区長、代

表なんですけれども、おられますかね。 

○学校教育課長（西村 裕君） はい、いらっ

しゃいます。（鈴木田幸一君「はい、わかりま

した」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で、

学校規模適正化の進捗状況についてを終了しま

す。 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（八代市立幼稚園・小学校・中学校空調設備運

用指針について） 

○委員長（上村哲三君） 次に、八代市立幼稚

園・小学校・中学校空調設備運用指針について

をお願いします。 

○教育部長（桑田謙治君） 引き続き、よろし

くお願いいたします。 

 市立幼稚園・小学校・中学校空調設備につき

ましては、現在、鋭意工事のほうを進めており

まして、幼稚園、中学校のほうが９月が工期と

なっております、９月までが。場合によって

は、もう９月から運用のほうも予定をされてお

りますので、このたび空調設備の運用指針につ

いて策定をいたしましたので、担当課の教育施

設課の有馬課長のほうから、その内容につきま

して、説明、御報告をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） こん

にちは。教育施設課長の有馬でございます。よ

ろしくお願いします。 

 八代市立幼稚園・小学校・中学校空調設備運

用指針について御説明いたします。着座にて御

説明いたします。 

 資料の御確認をお願いしたいと思います。運

用指針の４ページから成る本編と別紙資料の

①、これ１枚物でございますけども、括弧書き

で設置事業と運用指針の概要とございます。そ

れと別紙資料②で、これ文部科学省が作成して

おります学校環境衛生管理マニュアルを抜粋し

たものの３部でございます。よろしいでしょう

か。 

 今、部長のほうからも御説明ありましたけど

も、この運用指針の策定経緯につきましては、

現在工事を行っております中学校、幼稚園の工

期がことし９月末となっていることから、当

初、８月中旬にはこの運用について各学校にお

示ししたいと考えておりましたが、中学校、幼

稚園から、空調設備の運用について、いつから

使用できるのか、また、使用の方法はどうなっ

ているのかなどの御質問があったことから、運

用指針の作成時期を早め、７月中には各学校・

園に指針をお示ししたいと考えたところでござ

います。 

 それでは、１枚物の資料、別紙資料①で御説

明をしたいと思います。よろしいでしょうか。

この表の１ページに設置事業の概要をまとめて

おります。 

 （１）事業目的、（２）設置施設、（３）設

置教室、（４）空調設備の方式、（５）事業

費、（６）事業スケジュール、（７）空調設備

設置率をまとめております。この内容につきま

しては説明をはしょらせていただきますが、こ

の中で、先ほど説明しました学校・幼稚園から

の御質問に関係あるところで、（６）事業スケ

ジュールの下に米印でアンダーラインの部分が

ございますけども、工事期間中の空調設備の稼

動については、設備が運転できる状態になり次

第、使用できるように対応するとしておりま

す。現在、工事に着手しています中学校、幼稚

園の竣工が９月末となっておりますので、２学

期に入りまして設備の運転が可能と確認ができ

次第、空調が必要と判断される場合に使用でき
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るように対応していきたいと考えております。 

 次の裏面の２ページをごらんください。 

 これに空調設備の運用指針の概要を、ポイン

トとなるところをまとめております。 

 学校施設への空調設備の設置は、児童生徒等

の夏季における熱中症予防や学習しやすい教育

環境を整えることを目的としています。本指針

は、教室の空調設備の稼動に際し、園児、児

童、生徒、教職員それぞれが省エネ・地球環境

への配慮等に対する意識を一層高め、創意工夫

した取り組みを推進されるよう運用基準を示す

ものであります。 

 （１）に空調設備稼働に係る基本的な項目を

作成する上で参考としたものが、下の（参考）

とあります学校環境衛生基準及び学校環境衛生

管理マニュアルでありまして、室内の温度が、

夏が２８度以下、冬が１７度以上。湿度が３

０％以上、８０％以下であることが望ましい。

学習に望ましい室温が、夏が２５度から２８

度、冬が１８度から２０度となっております。 

 これをもとに本市の指針をまとめておりまし

て、この（１）教室等の空調設備稼働に係る基

本的な項目にまとめてございます。稼働の期間

は、夏の冷房が６月から９月、冬の暖房が１２

月から２月を基本とします。稼動条件は、夏の

冷房で室温が２８度を超える場合、冬の暖房が

１７度を下回る場合を基本とします。稼動時間

帯は、夏と冬が同じく、８時半から１６時３０

分を基本とします。これは、朝自習の時間か

ら、帰りの会までを想定しております。 

 室温は、夏の冷房が２６度から２８度、冬の

暖房が１７度から１９度を基本とします。 

 なお、これらの項目は基本となるものであ

り、環境負荷低減及び児童生徒等の健康への配

慮を踏まえ、各施設の管理者の判断により適切

な対応を行うものとします。 

 次の（２）操作方法につきましては、①教職

員での集中管理ができます。職員室の操作盤で

各教室のオン・オフ、または温度設定が可能と

なっております。②の個別リモコンの併用操作

では、各教室にも個別のリモコンがあり、各教

室での操作も可能となっております。③のデマ

ンド機器管理によるピーク電力抑制につきまし

ては、例えば３０の教室で一斉に空調をオンに

しますと、ピーク電力が高くなり、これが電気

料金の基本料金に反映されますことから、３０

教室を一斉にオンしても、デマンド機器により

機械的にピーク電力を抑える仕組みとなってお

ります。 

 次の（３）メンテナンスにつきましては、①

フィルターの清掃は各学校で行っていただきま

す。このフィルター清掃につきましては、通

常、室内機が教室の天井についておりますこと

から脚立でのフィルターを交換となりますが、

今回設置する機械につきましては、このフィル

ターが自動でおりてくるような装置をつけてお

りまして、そういった危険性を抑えるというこ

とで、フィルターの交換が簡単にできるような

装置を取りつけております。 

 ②でフロン排出抑制法に基づく簡易点検につ

きましては、これは目視点検で行っていただき

ます。 

 ③の異常時の早期報告につきましては、機器

の異常時の状況によっては、修理等の期間が長

期にわたる可能性がありますので、できるだけ

早く異常の発見、報告をお願いしたいと考えて

おります。 

 次の３、光熱費の抑制への取り組みにつきま

しては、ハード面では、①の今回導入しました

機器が高効率型の空調設備を採用しておりま

す。②は先ほど説明しましたデマンド監視装置

によるピーク時の消費電力の抑制。③集中管理

による個別使用の抑制と切り忘れ監視を行いま

す。 

 ソフト面では、①各学校への予算配分による

光熱水費の管理及び状況把握。これは、毎月の
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電気料金を各学校で把握し、年間を通じて光熱

水費の予算管理を学校が自主的に取り組んでい

ただくように考えております。 

 ②空調設備の運転工夫による節電への取り組

みは、時間割りの工夫、扇風機の活用、また、

時間外などの使用に関して、管理者の許可を必

要とするなど、対応を各学校で行っていただき

ます。 

 以上、空調設備の運用については各学校に周

知し、児童生徒等の学習しやすい教育環境の確

保と省エネに配慮した適正な運用がなされるよ

う、各学校と連携しながら取り組んでいきたい

と考えております。 

 以上、説明を終わります。 

○委員長（上村哲三君） 本件について、何か

質疑、意見等はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 稼働条件が室温のみ

というふうになってるんですけど、湿度に関し

ては何か管理する方法とかはないんですか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 湿度

に関しては、なかなか湿度の調整する機器とい

うか、そこらあたりかなり難しいということ

で、冬でありますと乾燥しがちになりますの

で、何らか、例えばどこかに濡れたタオルをか

けるとかという方法が、何らか工夫すればでき

るかなと。なかなか機器においてですね、加湿

器だとか除湿器を――冷房の場合は除湿機能が

ありますので、そこらあたりは割とできるかと

は思います。ちょっと加湿の場合がですね、ち

ょっと加湿器の設置までは考えておりませんけ

ども、水を入れたバケツを配置するとか、そう

いったところでするとなりますので、室内に温

度湿度計を設置して、ある程度、状況に応じた

学校側での対応になるかと考えております。 

○委員（橋本徳一郎君） 加湿についてはわか

ったんですが、除湿の部分ですね、きょうみた

いな湿度が高い日なんかは、子供は割と体温調

整ができないので、汗のほうがですね、蒸発で

きないような環境だと、かえって体調不良にな

る傾向が多いんですね。その辺の上限をです

ね、ちょっと設定したほうがいいのかなという

ふうにこれを見て思いましたので、意見として

挙げておきます。 

○委員長（上村哲三君） 意見として。ほかに

ございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 関連なんですけど、

今、橋本委員が言われたのが、温度による管理

だけで、湿度による管理がどうですかねという

話ですよね。今、言われるのは、不快指数とい

うのをよく言わるっとですよね。気温とか湿度

とかの関係で、そういった指数を出して管理し

ようというのもありますし、あと熱中症の関係

の指数とかっていうのもあるんですよ。御存じ

だと思うとですよ。 

 そういったものが、温度だけじゃなくて、こ

れ、マニュアルには温度しかちょっとないみた

いなので、不快指数だったり、熱中症のやつも

ありますので、そういった機器は売ってあっと

ですよ。そういうのもちょっと各学校にそうい

ったものを、温度計とか湿度計だけじゃなく

て、そういうものもですね、準備しておくって

いうのもですね、教育部のほうでもですね、考

えてほしいなというふうに思います。 

 本当、ちょっとしたことで。せっかく熱中症

対策ということ、つけていただいたので、一人

も出ないようにですね、熱中症が出ないように

対策のほうをですね、お願いしたいというふう

に思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） よろしくお願いして

おきます。 

 ほかにございませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） メンテナンスの件

で、各学校に任せるという話でしたけど、これ

各学校でできるんですかね。例えばフィルター

の清掃とかフロン排出抑制法に基づく簡易点検

とかは。これを各学校に任せるということは、
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予算はやって、学校からお願いするということ

で考えていいんですか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） フィ

ルターの掃除につきましては、先ほどもちょっ

と御説明しましたけども、天井から自動でおり

てくる装置をつけておりますので、脚立に登ら

ずにですね、フィルターをおろしてすることが

できますので、学校側のほうで可能かと思いま

す。 

 あと、フロン排出法に基づく簡易点検なんで

すけど、これは目視点検でございまして、これ

の方法等につきましても学校のほうに、今も御

説明をしてるんですけども、学校独自でできる

範囲でございますので、予算等には影響はしな

いというところで考えております。 

 以上でございます。 

○委員（鈴木田幸一君） 学校の先生方が中心

になるということで理解したんですけど、これ

についてはちょっと、今度は教室によってもば

らつきが出るような感じがしますので、その辺

のところをしっかりした指導をお願いしておき

ます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で、

八代市立幼稚園・小学校・中学校空調設備運用

指針についてを終了します。 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（八代市学校施設等整備保全計画（案）につい

て） 

○委員長（上村哲三君） 次に、八代市学校施

設等整備保全計画（案）についてをお願いしま

す。 

○教育部長（桑田謙治君） 引き続き、またお

世話になります。 

 八代市学校施設等整備保全計画（案）につき

ましては、文科省のインフラ長寿命化計画及び

本市の八代市立公共施設等総合管理計画に基づ

き、今、計画を策定中でございます。その概要

につきまして、教育施設課の有馬課長より御説

明いたします。よろしくお願いします。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 引き

続き、教育施設課長、有馬です。よろしくお願

いします。 

 八代市学校施設等整備保全計画（案）の策定

について、御説明いたします。着座にて御説明

いたします。 

 それでは、資料のほうが、この保全計画の案

の本編、分厚いほうと、別紙資料で４ページ物

がございます。概要版の２部でございます。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、別紙資料の概要版で内容のほうを

説明したいと思います。 

 １ページをごらんください。 

 第１章、はじめにでは、１、背景としまし

て、全国的にインフラの老朽化が問題となり、

国は平成２５年度にインフラ長寿命化基本計画

を策定しております。 

 文部科学省は、平成２７年度に文部科学省イ

ンフラ長寿命化基本計画を策定し、平成３２年

度、これは令和２年度までに各教育委員会に公

立学校施設に係る個別施設計画の策定を求めて

おります。 

 本市では、平成２９年度に市有施設に関する

八代市公共施設等総合管理計画を策定しており

ます。 

 ２の目的。計画の目的は、安全・安心で快適

な教育環境を確保するために、中長期的な維持

管理・更新などに係るトータルコストを把握

し、そのコストの縮減と計画的に管理していく

ことを目的として策定します。 

 ３、位置づけ。本計画は、国のインフラ基本

計画を踏まえた文部科学省長寿命化計画及び八
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代市の公共施設等総合管理計画の個別計画とし

て位置づけます。 

 ４、期間については、２０１９年から２０５

６年までの３８年間となります。これは、市の

総合管理計画の計画期間の最終年２０５６年に

合わせるためでございます。 

 ５、対象施設は、小中学校・特別支援学校・

幼稚園・学校給食施設となります。 

 第２章、学校の実態では、１、施設は、対象

施設が学校・幼稚園施設と学校給食センター

で、合計５３施設となります。これらの施設は

昭和４０年代から５０年代に集中的に建設され

ており、現在、築３０年を越えているものが６

５％、今後１０年間で７６％となり、急激に老

朽化が進行する見込みです。 

 ２ページをごらんください。 

 ２、人口では、八代市人口ビジョンの推計で

は、今後も人口減少がそのまま進行することと

なっています。 

 下の表に昭和５７年から平成３０年度への小

中学校の推移をあらわしていますが、小中学校

の児童生徒数がマイナス５６％、小学校の数が

マイナス５２％、小中学校の通常学級数がマイ

ナス４９％、特別支援学級数が逆に増加で、約

３倍となっております。全学級数でマイナスの

３４％となっています。 

 学校規模適正化基本方針で望ましい小中学校

規模を１２学級から２４学級としていますが、

望ましい規模の小学校が３２％、中学校が７％

と低い割合であり、小規模校の増加が見られま

す。 

 ３、財政では、平成３０年度の一般会計当初

予算が約５７０億円で、そのうち義務的経費が

５３％、投資的経費が１１％、学校施設等の整

備費等が６.７億円で約１％となっています。 

 今後、義務的経費の増加が予測され、学校施

設等に使用できる財源確保は厳しくなると考え

られます。 

 近年の学校施設等関連経費は、平成２５年度

から２９年度の５カ年の平均予算額は２０.８

億円となっています。従来型の建てかえ中心の

施設整備手法による今後４０年間の維持管理コ

ストの検証を行った結果、４０年間の総額は１

２４５億円となり、年平均３１.１億円かかる

ことがわかりました。これは、直近５年間の学

校施設関連経費の年平均の１.５倍が必要とな

ります。従来型の整備手法を見直し、経費の抑

制と平準化に取り組む必要がございます。 

 ３ページをごらんください。 

 第３章、基本的な考え方では、１、学校施設

等の目指すべき姿として、よりよい学校施設等

を整備し、今後も維持し続けていくためには、

教育委員会だけでなく、市のほかの部署や学

校、保護者、地域などのさまざまな立場の人が

意見や知恵を出し合い、協力して施設整備に取

り組んでいく必要があります。目指すべき姿の

スローガンとして、みんなで取組む、安全・安

心・快適で持続可能な学校施設とします。 

 ２、長寿命化と計画的整備の考え方では、築

４０年程度で建てかえをしていた従来型の整備

手法から、総合管理計画を踏まえ、原則築８０

年まで現在の校舎等を使用することとします。 

 長寿命化型の整備手法により今後４０年間の

維持管理コストを検証した結果、年平均２８.

７億円となり、ややコストダウンできるものの

直近５年間の年平均２０.８億円より７.９億円

上回ることとなります。長寿命化型へシフトチ

ェンジしただけでは維持していくことは難しい

と言えます。 

 第４章、学校施設を維持し続けるための手法

では、学校施設等を維持し続けるための目標設

定として、長寿命化及び計画的整備に取り組ん

だ場合でも、学校施設等を維持していくことが

困難であることがわかりました。 

 そこで、公共施設等総合管理計画に、維持管

理・更新費用を今後４０年間で４０％圧縮する
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ことを目標であることと示されていることか

ら、今後、従来型の整備を行った場合の４０年

間の年平均である３１.１億円を４０％圧縮し

た整備費、年１８.７億円を目安として削減に

取り組むことを目標とします。 

 ４ページをごらんください。 

 ２、保有資産量の縮充を踏まえた取り組みに

ついて。縮充の手法としては、①改築などによ

る縮充、②学校規模適正化などによる縮充、③

小中一貫校整備による縮充、④施設の共有化に

よる縮充、⑤給食施設の縮充としております。 

 第５章、今後の取り組みと計画の見直しで

は、今後の取り組みとして、①事後保全から予

防保全への転換、推進、②整備基準、整備手法

の見直し、③保有資産の有効活用、④施設運営

の効率化、⑤施設の多目的活用に取り組んでま

いります。 

 なお、計画実行に当たっては、計画期間が３

８年間と長期間であること、また、目標値が大

きいため、実行に当たっては、単に問題や課題

を先送りしないよう注意し、できることから一

歩ずつ進めていくことが重要となります。計画

の見直しについては、公共施設等総合管理計画

との整合性を図りながら、必要に応じて本計画

を見直していきます。 

 以上、八代市学校施設等整備保全計画（案）

の概要について説明を終わります。 

 なお、この計画（案）につきましては、今月

７月に約１カ月間のパブリックコメントを実施

した後に計画の公表を行いたいと考えておりま

す。 

 以上、説明を終わります。 

○委員長（上村哲三君） それでは、大変ボリ

ュームがありますが、本件について、何か質

疑、意見等はございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。結局、従来型のことばやっても、なかなか

整備費用が足らんちゅうことやけん、結局縮充

していきますよという話だろうと思います。 

 その内容なんですけれども、事細かなやつの

実施計画というのがまだ今から、実施マニュア

ルとかっていうのが今から多分作成ばしていか

んばんと思うとですけれども、そこらへんのと

ころはいつごろですかね、つくられるのは。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 今の

縮充等の手法等につきましては、この計画の本

編にですね、その方針と細かい手法等について

ですね、この本編のほうに記載をしておりま

す。あとの細かい年度ごとの実施計画等につき

ましてはですね、当面、３８年間をおおむね１

０年区切りで実施計画等をつくっていきたいと

は考えております。当然、築年数が長いものか

ら取り組んでいくだろうということで、今まで

４０年ぐらいで改築していたものを８０年もた

せるということで、２０年ごとに大体大規模改

修等を入れながらということで、８０年もたせ

るということになっていこうかと思いますの

で、そこらあたりを踏まえた上で年次計画を立

てていきたいというふうには考えております。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。長期な

ので、なかなか難しいところあると思うとです

よね。大規模改修とか、そのときにですね、や

はり世の中の状況だったり、八代市の人口動態

であったりが正確に把握できるようなところに

なってきたときに、やっぱりちゃんとしたやり

方というのが明確になってくっとじゃないかな

というふうに思います。 

 非常に長い計画で、何％減らさんばんていう

のが計画で出されているので、４０％圧縮とい

うのがありますので、先送りせずにですね、後

輩の方々が困られないように、きちんと取り組

んでいただきたいというふうに思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） 今、喫緊の課題では、

この学校給食センターあたりが一番問題視され
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るような状況になるだろうと予想されますけ

ど、そういった関係の計画等はどのような形に

なりますかね。 

○教育政策課長（機 智三郎君） こんにち

は。教育政策課、機でございます。 

 ただいまの質問、給食施設の老朽化につきま

しては、平成２８年度だったですかね、学校給

食あり方検討会という、第三者検討会を立ち上

げまして、そちらのほうから提言をいただいて

おりまして、その内容としましては、現在ござ

います６つの給食センターと、９つの単独調理

校をですね、最終的には３つ程度のセンターの

ほうにまとめて、２カ所だけ、支援学校の給食

室と泉第八小学校の給食室につきましては、距

離的とか調理場刻み食とかいうのがございます

ので、そのあたりの部分を勘案して、その２つ

は残して、残りは３つ程度にまとめたらどうだ

ろうかという御意見をいただいております。 

 それをもとにしまして、ことしからですね、

内部の検討委員会を立ち上げまして、基本的な

方針を年度内に定めたいというふうに考えてお

ります。そのようなところで今現在進めている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） 今、いろいろ計画が進

められているのは安心しますけれども、今現在

あるところが改善点が多々あるように思われま

すので、できるだけ早く計画を進めて、実施で

きるような姿を見せていただけばというふうに

思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で八

代市学校施設等整備保全計画（案）についてを

終了します。 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（八代市子ども読書活動推進計画について） 

○委員長（上村哲三君） 次に、八代市子ども

読書活動推進計画についてをお願いします。 

○教育部長（桑田謙治君） それでは最後でご

ざいますが、八代市子ども読書活動推進計画で

ございますが、平成２４年度に策定しました第

一次計画を今般見直しまして、第二次の推進計

画を策定いたしましたので、その概要等につき

まして、岩崎生涯学習課長のほうから御説明い

たさせます。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） こんにちは。

生涯学習課の岩崎です。よろしくお願いいたし

ます。八代市子ども読書活動推進計画につい

て、御報告させていただきます。着座にて説明

させていただきます。 

 資料のほうはお手元にございます、読書活動

推進計画書になります。 

 このたび、平成３１年度からおおむね５年間

を計画年度とする八代市子ども読書活動推進計

画・第二次を策定いたしました。 

 本計画は、学校関係者、家庭教育関係者、社

会教育関係者、有識者、図書館関係者７名によ

る八代市子ども読書活動推進計画策定検討会議

で検討するとともに、子どもの読書活動の推進

に関する法律に基づき策定したものでありま

す。 

 また、平成２４年度に策定しました第一次計

画における取り組み、成果と課題を踏まえ、よ

り一層子供たちが意欲的に読書に親しみ、読書

習慣を身につけることができる環境づくりを目

指し策定しております。 

 １枚おめくりください。計画書の内容は、第

１章、計画の概要、第２章、第１次計画におけ

る取組・成果と課題、第３章、読書活動の推進

に向けた取組と３つの構成になっております。 

 まず、１ページから２ページへかけての第１

章の計画の概要でございます。 

 ここでは、計画策定の目的などを記載してお

ります。少子高齢化、高度情報化など、子供た
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ちを取り巻く環境は大きく変化し、スマートフ

ォンやインターネット等の普及により、子供の

読書離れが顕著となっています。読書は感性を

磨き、創造力を豊かにし、人生をより深く生き

ていくために欠くことのできないものと言われ

ております。 

 冒頭に申しました趣旨に基づき、今回、八代

市子ども読書活動推進計画・第二次として策定

し、子供の読書活動の推進を図るものでござい

ます。 

 ２ページをごらんください。 

 計画の対象及び期間、そして、第一次計画を

踏まえ、基本的方針として、（１）子供が読書

に親しむ機会の充実、（２）子供の読書環境の

整備・充実、（３）家庭・学校・地域・図書館

の連携・充実、（４）子供の読書活動に関する

広報・啓発活動の推進の４つの方針を掲げてお

ります。 

 次に、３ページが第２章、第１次計画におけ

る取組・成果と課題となります。 

 まず、取組・成果では、（１）幼少期から本

に触れ合う機会の提供として、①の絵本を通し

た親子の触れ合いの時間を幼児期からつくって

もらうための、赤ちゃんハッピーブック事業、

②の各図書館で０歳から１・２歳程度までを対

象とした、子どもの発達に合わせたお話し会。 

 ４ページになります。③の保護者やボランテ

ィアなどに向けた、市立図書館での読み聞かせ

講座等を実施しています。 

 ５ページの（２）子供の読書活動の推進にお

いては、①出前講座・出張おはなし会、②フロ

アワーク読み聞かせ、③広報・啓発活動の推進

を図っております。 

 めくっていただいて、６ページになります。 

 （３）蔵書の充実及び環境整備では、市立図

書館、学校図書館においての児童書等の積極的

な収集及び環境整備に努めています。図書館や

学校における児童書蔵書数は年々ふえている状

況です。 

 ７ページからの課題では、（１）乳幼児期か

ら本に触れ合う機会のさらなる充実、（２）子

どもの主体的な読書や「自ら学び考える力」の

育成につながる取組、（３）家庭・学校・地

域・図書館の連携・充実、（４）中・高校生へ

の読書活動への働きかけに触れています。いず

れも、各年代の子供たちの読書の推進に係る環

境づくりや取り組みが課題となります。 

 ９ページからは、第３章であります。 

 読書活動の推進に向けた取組についてです。

先ほど第１章で触れました４つの基本方針、子

どもが読書に親しむ機会の充実、子どもの読書

環境の整備・充実、家庭・学校・地域・図書館

の連携・充実、子どもの読書活動に関する広

報・啓発活動の推進について、国及び県の計画

をもとに、市、学校、図書館、幼稚園、保育所

等、ボランティア、それぞれによる読書活動の

推進や啓発に係る取り組み内容について記載し

ているところです。 

 近年、子供たちの学力低下や表現力が十分身

についていないことなどが指摘されています。

さまざまな理由があるのかもしれませんが、国

語力の低下は否めないようです。読書習慣で得

た国語力が全ての教科の基盤になるという人も

います。設問の文章を読み解くには国語力が必

要で、数学でも何が問われているか把握するに

は読解力がなくてはなりません。また、自分の

考えをまとめ、伝えるのに必要なコミュニケー

ション力は、何よりも国語力が必要となってき

ます。読書は他人の人生を追体験できたり、知

識を深めることができる有意義な活動です。 

 このようなことからも、子供たちが本に触れ

合い、少しでも読書習慣が身につくことを願

い、本計画を作成しております。 

 駆け足での説明で計画の詳細までは説明はで

きませんでしたが、委員の皆様におかれまして

は本計画を御一読いただき、子供の読書活動の
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推進のために、御理解、御協力のほど、よろし

くお願いいたします。 

 以上で、八代市子ども読書活動推進計画・第

二次ついて、説明を終わります。 

○委員長（上村哲三君） ありがとうございま

した。それでは本件について、何か質疑、御意

見等はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） いろいろ御説明いただ

いてですね、課題のところにありましたが、子

供が主体的に読書してもらうみたいな感じでで

すね、受け身じゃなくて主体的に取り組めるよ

うにという話があったと思うとですけれども、

何か聞くところによると、今までありよった読

書感想文……、覚えてから……、（｢童話発表

会」と呼ぶ者あり）というとがなくなってきよ

るて話ば聞いたっですよね。全員がやるという

ことじゃなくて、自分がしたい人だけやるみた

いな感じになってきとるっていう。 

 まあ、それも主体性のあらわれかなというふ

うには思うんですよね、この計画の説明を受け

て、そういう、やらされるという話じゃなく

て、自分からやるという人たちをつくりたい、

つくっていきたいということでそういうふうに

されてきてるんだろうと思うとですけど、なか

なか難しかっですよね。 

 あれ、覚えてから発表するというのは、非常

に時間をかけて、この１年練習してということ

で、非常に記憶力の関係についても非常にプラ

スになっていることだろうというふうに思うん

ですよ。 

 あと、最後に言われたとおり、読解力という

のはやっぱり非常に大事なんですよね。国語が

できんと、ほかの教科もなかなか何を聞かれて

いるのか、問われているのかわからないという

のがあって、難しいところがあると。基本はや

っぱり読書とか国語力の強化だろうと思います

ので、主体的、主体性を重んじてというところ

もあるかもしれんとですけど、私はさっきので

すね、童話発表会のやつとかっていうのはそう

いう訓練だと思うので、そういうところは続け

ていってほしいなというふうに思いましたの

で、そこら辺のところはまた御検討いただけれ

ばと思います。 

 この計画については、特段、何か申すところ

はありませんので、子供たちのために取り組ん

でいただければというふうには思います。 

○委員長（上村哲三君） 意見としてよろしく

お捉えいただければ結構です。（笑声） 

 ほかにございませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 最初の目的のところ

でですね、ＳＮＳとかインターネットの利用と

いうふうなの書いてありますけど、実際の利用

状況だとか、それと読書の比率とか、そういう

具体的な調査とかはされてますか。 

○生涯学習課長（岩崎龍一君） 具体的な調査

はやっております。一般的に言われていること

をここで目的と書いておると思います。 

○委員（橋本徳一郎君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員（鈴木田幸一君） これは意見になりま

すので。もう少し問題点ですね、どうして読書

する時間がなくなって、読書しなくなっている

かという問題点をもう少し明確にしていったな

らば、もっと充実したものができるんじゃない

かなって思ったんですよ。 

 と申しますのもですね、例えば教科の内容が

非常に多くなって、なかなか本を読む時間が少

なくなったとかいうとも、子供が読書離れする

大きな原因じゃなかろうかなって思いますの

で、そういうものも含めてですね、やっぱし問

題点をしっかり掘り起こして、それを解決する

という、そういった方法も欲しいなと思いまし

た。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 意見として、よろし
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くお捉えください。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で、

八代市子ども読書活動推進計画についてを終了

します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようでしたら、

本委員会の管外行政視察について、協議を行い

たいと思いますので、しばらく小会します。 

（午前１１時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０２分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 本委員会の管外行政視察についてをお諮りし

ます。 

 本委員会の管外行政視察については、令和元

年７月２３日から２５日までの３日間、教育に

関する諸問題の調査、保健・福祉に関する諸問

題の調査のため、管外行政視察を行うこととい

たしたいが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き、閉会中の継続審査及び調査

の申し出をしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、本委員会の派遣承認請求の件につい

て、お諮りいたします。 

 本委員会の管外行政視察についてですが、本

委員会は、令和元年７月２３日から２５日まで

の３日間、行政視察に参ることとし、視察先及

び視察内容については委員長に御一任いただ

き、決まり次第、議長宛て、派遣承認要求の手

続をとらせていただきたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、文教福祉委員会を散

会いたします。 

（午後０時０３分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年７月１日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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